
2026 年度募集要項 

 

１．特徴 

(ア) 公益財団法人セレ奨学財団（以下「財団」という）は、将来の夢や希望を実現するため、

住まいに関する分野の学業を積極的に励むことが経済的理由により困難である学生を

支援する奨学金事業を実施する財団です 

(イ) 財団の奨学金に返還の義務はありません。また奨学金の給付により、卒業後の進路への

制限や条件はありません 

(ウ)他団体の奨学金との併給、授業料減免制度との併給も可能とします 

 

２．新規奨学金給付学生採用予定人数 

財団の指定校で、建築・都市環境等、住まいに関する分野を専攻する大学生（３、４年生）

30 名 

 ※大学１、２年生は対象外です。 

 ※指定校（学部・学科）は、別紙をご確認ください。 

 

３．奨学金の給付月額、期間 

対  象 大学３年生、４年生 

給付月額 50,000 円（年額 600,000 円） 

期  間 １年間（2026 年４月～2027 年３月） 

 

４．採用基準 

(ア) 出願する年度の４月現在、財団の指定校に在籍する建築・都市環境等、住まいに関する

分野を専攻する大学生（３、４年生） 

 ※大学１、２年生は対象外。 

(イ) 2026 年４月１日時点で、満 23 歳以下であること 

(ウ) 成績要件及び収入要件は以下のとおりとします 

（１）成績要件 

原則として、前年度の成績（GPA（Grade Point Average））が 2.50 以上の者 

（２）収入要件 

収入の種類、金額、世帯構成、通学形態、家庭の事情などを全て考慮しますが、目安

となる家計収入の上限は、以下のとおりとします 

・給与収入世帯の場合、世帯合計収入 700 万円未満 

・給与収入以外の世帯の場合は、自営業などその他所得 350 万円未満 

※応募する学生を扶養する方の世帯合計収入を基準とします。 

※収入要件は選考における評価項目となりますが、上記の金額は目安であり、超え
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ている場合でも応募いただけます。 

(エ) 在学する学長、研究科、専攻長、指導教官等の推薦する者 

(オ) 学費の支弁が困難と認められる者 

(カ) 心身ともに健康な者、人物優良・品行方正な者 

 

５．応募方法 

(ア) 提出書類 

① 奨学生願書 １部 

所定様式を利用し、写真（カラー、たて４cm×よこ３cm で裏面に記名）を貼付 

② 住民票（世帯主表記のあるもの） １部（コピー可） 

３カ月以内に取得したもの 

③ 家計支持者の収入を証明する書類 

所属市区町村発行の所得証明の写し、用意できない場合は、源泉徴収票、確定申告

書も可 

※応募する学生を扶養する方の世帯全員分。 

④ 学生証コピー（顔写真が分かるもの） １部 

新年度の学生証のコピー（両面）を提出のこと 

⑤ 在学証明書 １部 

⑥ 成績証明書 １部 

GPA が記載されているもの。大学が GPA を証明書に記載していない場合は、

「10.GPA の算出について」をもとにして成績証明書の余白に応募者が GPA を計算

し記載すること 

⑦ 推薦書 １部 

学長、研究科・専攻長、指導教官のうちいずれか１名により書かれたもの 

当財団で用意した推薦書フォーマット、または学校独自のフォーマットも可 

⑧ 小論文（所定の用紙に記載のこと) 

(イ) 提出期限 

2026 年５月 22 日（金)までに［必着］にてご提出願います 

※申請者ご本人からの直接の問合せ・応募は受け付けておりません。必ず大学を通じてご

連絡・応募ください。 

 

６．選考 

(ア) 書類選考により総合的に勘案し決定します 

(イ) 奨学生の合否通知は、6 月下旬に大学及び本人宛に送付します 

 

 

※学内選考通過者のみ後日提出

大学受付期限：2026年4月28日（火）17時
①（年度内初回申請時のみ）「学内選考用データ登録用紙」を学生センター2階経済支援係窓口へ提出
②「大学推薦奨学金申請書」を専用フォームか学生センター2階経済支援係窓口へ提出
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７．奨学生の義務 

(ア) 奨学生は、休学・復学・転学・留年・退学・停学（その他処分）、氏名・住所の変更、

留学のいずれかが発生した場合には、直ちに届け出る必要があります 

(イ) 奨学生は、財団の定めた書類（レポート等を含む）を期日までに提出する必要がありま

す 

(ウ) 奨学生は、財団が開催する交流会等へ参加する必要があります 

(エ) 成績不良、素行不良等、財団の奨学金給付規程に定める内容に該当する場合には、奨学

金給付を停止し、支給した奨学金を返還いただく場合があります 

 

８．その他 

(ア) 奨学生に決定した方に対しては、７月から奨学金の給付を行います（４月～６月分は遡

及して給付します） 

(イ) 募集要項に記載された内容以外は、財団奨学金給付規程の定めに拠ります 

(ウ) 当財団宛に提出いただいた書類（応募書類等）は、合否に関わらず返還いたしませんの

で、ご了承ください。必要期間保管の後、適切な方法で破棄いたします 

 

９．個人情報に関する取り組み 

(ア) 提供された個人情報は、「公益財団法人セレ奨学財団 個人情報保護方針」に従い適切

に管理します 

(イ) 提供された個人情報は、財団において、奨学金の給付、奨学生に対する指導助言、その

他財団の目的を達成するために必要な範囲内で利用します 

(ウ) 業務の遂行上必要な範囲で、提供された個人情報を外部の業務委託先に開示する場合

があります。この場合，財団は当該業務委託先と個人情報の取扱いに関する取決めを行

い、個人情報保護に万全を期すよう努めます 

 

10. GPA の算出について 

(ア) 在学大学が５段階評価か４段階評価かに応じて表１の対応関係をもとに自身の大学の

評価を GP に換算し（イ）の通り GPA を算出すること 

(イ) GPA の算出方法 

GPA =｛（４×GP4 相当の単位数）＋（３×GP3 相当の単位数）＋（２×GP2 相当の

単位数）＋（１×GP1 相当の単位数）＋（0×GP0 相当の単位数）｝ / 総単位数（全科

目の単位の合計） 

(ウ) 合否判定のみの科目は算定から除外すること 

 

  



表 1  評価と GP（グレードポイント）の対応関係 

■5 段階評価の場合 

評価の例 S A B C F 

A＋ Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

秀 優 良 可 不可 

点数（点） 100-90 89-80 79-70 69-60 59-0 

GP(ﾎﾟｲﾝﾄ) 4 3 2 1 0 

 

■4 段階評価の場合 

評価の例 A B C － D 

優 良 可 － 不可 

点数（点） 100-80 79-70 69-60 － 59-0 

GP(ﾎﾟｲﾝﾄ) 4 3 2 1 0 

 

 

11．スケジュール（予定） 

(ア) 募集受付：2026 年４月１日～５月 22 日 

（指定する応募書類を大学経由で提出） 

(イ) 選  考：2026 年５月 26 日～６月 19 日 

（当財団の選考委員会で、学業成績、経済的な状況、小論文等を基に総合的

に選考） 

(ウ) 合否通知：2026 年６月 26 日 

（当財団から応募者の合否を応募者、大学に通知） 

(エ) 採用者手続き：2026 年６月 27 日～７月８日 

  （財団指定書式（同意書、振込口座）を大学経由で財団に提出） 

(オ) 奨学金給付：以下３回に分けて奨学金を支給 

① 2026 年７月 15 日に４月～９月分を支給 

② 2026 年９月 15 日までに 10～12 月分を支給 

③ 2026 年 12 月 15 日までに１～３月分を支給 

 

 

 


